
 

- 8 - 

婚姻をめぐる女性の分断  

―カントとフィヒテにおける内縁と売春―  

岡崎  佑香  

はじめに  

十八世紀中期以降、解剖学や人間学の枠組みのなかで、ジェンダーの探究が進めら

れた。この時期にはじめて骨格図が男女別に描かれるようになり、女性の骨格がいわ

ば「発見」されたのである。あるいは、晩年のカントが『実用的な見地における人間

学』（一七九八年）のなかで「人間学において、女性の特質は男性のそれよりも哲学的

研究の対象である」（ AA 7 :  3 03）と述べているように、女性とは何なのかを把握ある

いは規定する哲学的な試みが進められた。シービンガーによれば、女性をめぐる科学

的探究を推し進めた原動力は、政治的なものであった 1。フィヒテが一七九五年四月二

七日に出版業者のコッタに宛てた手紙のなかで「女性たちが、自らの政治的な立ち位

置に対して抱いている不満は、我々の時代の特徴です。この傾向はすでに作家たちに

よって利用されました。ある者はそれを支持し（たとえば、「女性の市民的向上につい

て」）、別の者はそれを憂い、非難し、皮肉りました」（ Fich te ,  1 9 7 0 :  2 9 4 ff .）と述べた

ように、女性の置かれた従属的な位置を批判、あるいは正当化する論争が繰り広げら

れていたのである。  

カントおよびフィヒテが、一七九七年と一七九六年にそれぞれ出版された『人倫の

形而上学』と『自然法の基礎』のなかで、婚姻という同じテーマに取り組み、上記の

論争に積極的に参入したことは注目に値する。というのも、カントとフィヒテほど同

時代やそれ以降の婚姻概念に影響を与えた思想家はいないからだ。婚姻を、「 法則に基

づいた〔…〕自然的な性的共同体」として、すなわち「性を異にする二つの人格が自

分た ちの 諸々 の性 的特 質の 生涯 にわ たる 相 互 的占 有の ため にす る結 合 Verb in d u n g」

（ AA 0 6 :  2 7 7 /1 2 2 -1 2 3）と規定したカントの婚姻論は、同時代や後の世代の思想家たち

の反論を呼んだ。例えば、一七九七年二月一八日に発行された『ゲッティンゲン学術

報知』のなかで、ブーターヴェークがカントの婚姻論を「法理学の天空における流星」

にすぎないと評し、それに対してカントが「弁明」を加えたことはよく知られている

（ AA 0 6 :  3 58 -3 59 /24 0）。また、およそ二○年後の一八一七／一八年冬学期に、ヘーゲ

ルがハイデルベルク大学での自然法と国家学講義において、「カントは、恥ずべきでぞ

っとするような仕方で婚姻を描き出している」（ GW 2 6 -1 ,  8 7 /112）と酷評したことも、

周知の通りである。さらに二〇世紀になっても同様の傾向が続いた。カントの婚姻論

に対して、「粗野、無味乾燥、無器用、味気ない」2といった否定的な評価が与えられ、

 
1  S c h i e b i n g e r,  1 9 8 9 :  2 1 4 f f . / 2 6 5 f f .   
2  E m g e ,  1 9 2 4 :  2 4 3 .  
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「愛や共感といった感情のための余地がない」3点で難色が示されたのである。このよ

うに否定的評価を得ることの多かったカントに対して 、フィヒテは十九世紀の法曹お

よび立法関係者から絶大な人気を博していた 4。二○世紀後半になっても、婚姻に愛の

概念を導入したことで「道徳的人格にとっての婚姻の重要性を初めて強調した」5とし

てフィヒテの婚姻論は肯定的に受け止められ、二一世紀初頭においてもなお、この点

に彼の婚姻論の現代性が見出されている 6。  

しかしながら、フェミニズムの観点からは、フィヒテの婚姻論が評価を得たことは

なかったといっても過言ではない。二〇世紀初頭の穏健派・母性主義的フェミニスト

であるマリアンネ・ウェーバーの『法・権利の発展における妻と母』（一九〇七年）を

皮切りに、フィヒテの婚姻論はフェミニストから批 判されてきたのである 7。同様に、

カントの婚姻論もまた、しばしばフェミニストにはとうてい受け入れ難いものと考え

られてきた 8。例えば、ペイトマンは主著『性契約』（一九八八年）のなかで、カント

を「婚姻が性的使用の契約に他ならないという見解を提出するのに最も接近した契約

論者」 9と理解したうえで、「カントの婚姻契約は夫の家父長制的権利を設立する。 夫

は、彼の妻の身体を、いわば彼女の人格を物として所有するのだが、妻は、これに対

応する権利を持たないのである」 1 0と批判している。  

本稿の目的は、現代のフェミニストの批判からカントやフィヒテを擁護することで

は決してないが、筆者は以下の点で近年の先行研究には限界があると考える。まず、

フィヒテに関する近年の先行研究は、フィヒテの婚姻論の家父長制的性格に対する批

判に注力するあまり、彼の婚姻論において重要な位置を占めている内縁や売春につい

ては沈黙を貫いてきた点が挙げられる 1 1。また、カントに関する近年の先行研究にお

いては、売春に対する非難が行われた点が指摘されねばならないだろう。例えば、上

で言及したペイトマンは、『性契約』の「売春の何が悪いのか」と題された別の章で、

婚姻契約は妻である女性に対して性的な服従と引き換えに「生涯にわたる保護」を与

 
3  Wa lz ,  1 9 2 8 :  2 0 4 .  
4  ただし、ドゥンカーによれば、フィヒテの婚姻論が十九世紀ドイツの婚姻規定を決定付けた

とする通念は退けられねばならない。フィヒテの婚姻論は、例えば、ヴォルフ学派の 自然法の

流れを汲む プロイセン一般ラント法 の婚姻規定とは 多くの点で異なるのみならず、一八三〇年

のラント法改訂草案の作成時の改訂者は、フィヒテの支持者であった （ D u n c k e r ,  2 0 0 3 :  4 6 1）。    
5  K l u ck h o h n ,  1 9 6 6 :  3 2 7 .    
6  A r c h a r d ,  2 0 0 1 :  1 8 7 .   
7  フィヒテの婚姻論に対するフェミニストの批判については、 H e i n z / K u s t e r ,  1 9 9 8 を参照。   
8  ペイトマンの他には、 M en d u s ,  1 9 9 2 ;  S c h r o e d e r ,  1 9 9 7 ;  H e r m a n  1 9 9 3 などが、カントの婚姻論

をフェミニズムの観点から批判している。また、これらのフェミニスト批判からカントを擁護

する試みとしては、P ap ad ak i ,  2 0 1 0。他方で、ラディカル・フェミニストのドウォーキンやマッ

キ ノ ン と カ ン ト と の あ い だ の 類 似 性 や 差 異 が し ば し ば 議 論 さ れ て い る （ H e r m a n ,  1 9 9 3 ,  

N u s s b a u m,  1 9 9 9 ;  B r a k e ,  2 0 0 5 ,  8 3 f f ;  P ap ad a k i ,  2 0 0 7）。  
9  P a t e ma n ,  1 9 8 8 :  1 6 8 /2 0 9 .   
1 0  P a t e ma n ,  1 9 8 8 :  1 7 2 /2 1 4 .   
1 1  例えば、 F r i s c h ma n n  2 0 0 6 ;  H e i n z ,  2 0 1 0 ;  H e i n z / B i n k e lm a n n ,  2 0 1 2 .   
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えるのに対して、売春契約においては女性を保護する契機が皆無であると強調し、売

春を婚姻よりも劣位に置いた 1 2。あるいは、エステスは、カントの道徳哲学を参照しな

がら、売春は「有害」であり、「道徳的悪」であると結論づけた 1 3。その結果、先行研

究においては、内縁や売春を道徳的に否定し、社会的措 置に基づく廃止を哲学的に追

求するカントやフィヒテの試みが、いかに女性の分断に寄与しているかが等閑視され

てきた。以上のことから、従来のカントおよびフィヒテ批判においては、カントやフ

ィヒテの婚姻論やジェンダー論に批判が集中し、いかに婚姻制度との関連で女性間の

差異や序列が構築されたかという問いが看過されているという問題を指摘できる。  

したがって本稿の目的は、カントとフィヒテの婚姻論における内縁や売春の位置づ

け、意味づけを批判的に考察することで、カントやフィヒテの婚姻論が、彼らの意図

はどうであれ、女性を分断に寄与する言説であることを明らかにすることである。  

本稿の議論は以下のように進められる。まず、主に、カントが一七七〇年代の中頃

に行った「道徳哲学講義」の「自分自身に対する義務」をめぐる議論を分析すること

で、カントの内縁および売春についての議論、およびその前提になっている性衝動（カ

ントの言葉では「性的傾向性」）についての彼の見解を確認する（第一節）。次に、『人

倫の形而上学』第二部「徳論の形而上学的定礎」（以下、「徳論」）第七節において、カ

ントが婚姻内の性交と生殖の関係をどのように論じているかを明らかにする（第二節）。

さらに、フィヒテの『知識学の原理による自然法の基礎』における「婚姻の演繹」お

よびその前提となるフィヒテのジェンダー観を概説する（第三節）。最後に、フィヒテ

の婚姻論において、婚外交渉（内縁や売春）がどのように位置付けられ、それが婚姻

とどのような関係にあるかを考察する（第四節）。  

 

第一節  カントによる内縁、売春の犯罪化  

カントは「道徳哲学講義」のなかで、性衝動を「他の人間に向かう傾向性であるが、

他の人間の労働や奉仕を享受するというのではなく、自分の享受の対象としての他の

人間に直接的に向かう傾向性」(Kan t ,  1 9 9 0 :  17 6)と定義している。ただし、性衝動が向

かう先は、カントによれば、他の人間の人間性そのものではなく、 そ の 性 で あ る 。  

性的傾向性は、ある人間が人間としての他の人間に対して持つ傾向性ではなく、

性に対して持つ傾向性であるから、この傾向性は人間性を貶める原理であり、（…）

傾向性の充足のために他方の性を汚す源である。ひとが女に対して持つ傾向性は、

ひとりの人間としての彼女に向かう傾向性なのではなく、彼女が 女であるがゆえ

 
1 2  P a t e ma n ,  1 9 8 8 :  2 0 8 - 2 0 9 /2 5 9 .  
1 3  E s t e s ,  2 0 0 1 ,  2 0 0 8 .  
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に向かう傾向性である。男にとって女のなかの人間性はどうでもよく、ただ性だ

けが男の性的傾向性の対象なのである。（ Kan t ,  1 9 90 :  1 77）  

男性の性衝動が女性の人間性ではなく、その女性性に向かうことは、カントにとって、

女性を単なる手段として扱うことを意味するが、これは、理性的存在者たる人間の全

ては、自分や他者を単なる手段としてだけではなく、つねに同時に目的それ自体とし

て扱わねばならないというカントの定言命法に反することになる 1 4。カントによれば、

ひとが自分の性衝動を他者に向けるとき、ひとは 相手の幸福は眼中になく、それどこ

ろか相手を極めてひどい不幸に陥れることさえある。ひと は自分の性衝動が満たされ

るやいなや、「果汁を搾りとったレモンを捨てるように、相手を遺棄してしまう」（ K an t ,  

1 9 9 0:  1 77）のである。  

 さらにカントは、性交渉を「カニバリズム」（ AA 0 6 ,  3 5 9 /2 4 2）に類する行為と捉え

ている。ケアスティングによれば、カントにとって性交渉は「徹頭徹尾、消費的・消

耗的な要素」から構成されるものであり 1 5、梅毒などの「感染、消耗、妊娠、そして命

にかかわる出産」（ Kan t ,  1 9 9 3:  7 42）の危険さえ伴う。この観点から、カントは、性交

はそれ自体としては良いものであるが、例外的な状況下でのみ有害となるという「通

念」を退けている（ Kan t ,  1 9 9 0:  1 7 6）。性衝動は根本的に有害な「人間性を貶める原理」

として定立され、それを制限する道徳的根拠や、あるいは性的行為の可能性の道徳的

条件がカントによって探られることになる 。  

 結論を先取りすれば、カントの提示する性交渉が道徳的に可能となる唯一の条件と

は、一夫一婦制的婚姻である。カントは、一夫一婦制的婚姻を、自然に従い、かつ 適

法的な「性的共同体」すなわち「性を異にする二つの人格が自分たちの性的特質の全

生涯に渡る相互的な占有のためにする結合」 (AA 0 6 ,  27 7 /12 2 -12 3）として特権化した

うえで、それ以外のあらゆる性衝動の充足を「肉の罪 cr i min a  c a rn i s」とみなす。カン

トはさらに「肉の罪」を「自然に従う肉の罪 c r imin a  ca rn i s  secu n d u m n a tu ram」と「自

然に背く肉の罪 cr imin a  ca rn i s  co n t ra  n a tu ram」 1 6の二つに区別したうえで、売春を「も

 
1 4  S o b l e ,  2 0 0 1 :  3 8 f f ,  C a m p a g n a ,  2 0 0 6 :  3 2 9 .   
1 5  K e r s t i n g ,  1 9 9 3 :  3 1 4 .   
1 6  カントは、「自然に背く肉の罪」として、自慰、同性間の性交、「獣姦 d i e  S o d o m i t e r e i」（動

物との性交）の三つを挙げている（ K a n t ,  1 9 9 0 :  1 8 3 f f .）。スティッカーによれば、近年多くのカ

ント研 究者に よっ て、「カ ント自 身が同 性間 の性交 や婚姻 を否定 する 発言を してい るにも かか

わらず、カントの倫理学および法哲学は、それらが許されないものであることを示すリソース

を欠いている」（ St i ck e r,  2 0 2 0 :  4 4 1）ということが指摘されている。スティッカーはさらに、カ

ントの 女性蔑 視 的 なジェ ンダー 観によ れば 、男女 が平等 である こと はあり 得ない ため、「 カン

トの枠組みは異性婚よりもむしろ同性婚に開かれている」（ S t i c k e r ,  2 0 2 0 :  4 4 1）と論ずる。しか

しながら、カントの枠組みにおいて「公民的平等」が成立しうるのは一部の特権的な成人男性

たちの間の関係に限定されることを顧慮すれば（ A A 0 6 :  3 1 4 f f / 1 7 7 f f）、カントの枠組みがレズ

ビアン・カップルの婚姻に開かれることはそもそもありえないということが留意されねばなら

ないだろう。  
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っとも恥ずべき」（ K an t ,  1 9 9 0:  1 79）罪として最下位に置き、その一段上に内縁を位置

付けることで、「自然に従う肉の罪」を序列化する（ Kan t ,  1 9 9 0 :  18 0 -18 1)。カントにと

って「肉の罪」は、自然に従うものであれ、背くものであれ、「人間の目的に反してい

るので、自分自身に対する義務に背くもの」 (Kan t ,  1 9 9 0:  1 8 2)として道徳的根拠でも

って禁止されなければならない。  

 カントにとって、売春が道徳的に許されないのは、それが「金のために、他者の傾

向性の充足のために、他者に身をゆだねること」（ Kan t ,  1 9 9 0 :  1 79)であり、そしてそれ

は、「人格と身体の不可分の統一性」（ A A 0 6 ,  2 79 /1 24）ゆえに、「自分の人格を賃貸す

ること」（ Kan t ,  1 9 9 0 :  1 79)であるからである 1 7。カントによれば、人間が自分自身に対

して持つ権限は用益権にとどまる。つまり人間は、自分自身を毀損しない限りで「自

分の望むことを自分の体を用いて行う権限がある」が、「自分自身を処分する権限を持

たない」（ Kan t ,  1 9 9 0 :  17 9）。人間は物件ではないので、自分自身を物件のように売却し

たり、賃貸したり、あるいは破壊したりすることはできないのである 1 8。それゆえ、カ

ントにとって、「ひとは、利害関心にもとづき、性的傾向性の充足のために自分自身を

物件として他人に使用させる権限を持たない」（ Kan t ,  1 9 9 0 :  17 9）以上、売春に従事す

る者（以下、売春者）が自分の身体を顧客に使用させることに「合意」していたとし

ても、なんの解決にもならない 1 9。「そんなことをすれば、その人格、その人間性は、

あらゆる人々によって、物件として、すなわち性的傾向性の充足の道具として使用さ

れるという危険を冒す」（ Kan t ,  1 9 9 0 :  1 7 9）ことになるからである。  

カントによれば、売春の顧客の関心はもっぱら自分の性衝動の充足にあり、売春者

の人間性やあるいは彼女／彼らの健康や幸せにはまったく興味がない。それゆえ、売

春者は「自分の人間性の一部を犠牲にしている」（ Kan t ,  1 9 9 0 :  17 9）のみならず、不特

定多数の他者によって「性的傾向性の充足のための道具として使用される」ことを許

すことになる。したがって、ここでカントが道徳的に非難しているのは、売春者の身

体を自分の性衝動の充足のための道具として利用する顧客ではなく、むしろ顧客にそ

うすることを許す売春者であるということが留意されねばならない。つまり、パパダ

キが指摘するように、「顧客の性的欲望の満足のために、自分自身を客体として差し出

すことで、自分の人間性を犠牲にしてしまう 責任は、売春者にある」2 0とカントは考え

ているのである。このようにしてカントは、売春を「もっとも恥ずべき」な「自然に

従う肉の罪」として提示するだけでなく、その罪を売春者に被せるのである。  

 
1 7   ペ イ ト マ ン も ま た 、 売 春 は 人 格 の 売 却 を 含 む が ゆ え に 道 徳 的 悪 で あ る と い う 帰 結 を 導 く 際

に、売春とは身体の売却を意味し、人格は身体から分離不可能であるという前提に依拠してい

る（ P a t e m an ,  1 9 8 8 :  2 0 6 / 2 5 6）。売春は人格の売却を含まないことを論証する論考としては、例

えば、 F a b l e ,  2 0 0 6 :  Ch a p t e r. 7  P r o s t i t u t i o n を参照。  
1 8  K u s t e r ,  2 0 11 :  3 4 1 .  
1 9  H e r m a n ,  1 9 9 3 :  6 4 .  
2 0  P a p ad ak i ,  2 0 2 1 :  5 .   
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 一七九七年に刊行された『人倫の形而上学』第一部「法論の形而上学的基礎論」（以

下、「法論」）において、カントが売春に対する道徳的非難から導く法的帰結は、売春

契約は、「恥ずべき契約（ p a c tu m tu rp e）」（ AA 0 6 ,  2 7 9 /1 2 4）であるため、たとえ双方の

合意の上で締結された契約だとしてもそれは法的に無効であるというものである。「売

春契約を締結した人格が自分の約定を悔いた場合には、その約定を履行すべく法的に

拘束され得ないことは、誰しも認めることだろう」（ AA 0 6 ,  2 7 9 /1 24）。同様の主張は、

次節で見るように、フィヒテによってもなされたが、これは、彼らが生きた十八世紀

末特有の、つまり現代では葬り去られた「古い」通念を反映しているのでは決してな

い。むしろこうした主張は、二〇〇二年に、売春者の法的関係の規制のための法 Ges e tz  

zu r  Reg e lu n g  d er  Rech t sv e rh ä l tn i s se  d e r  P ro s t i t u i e r t en（ BGBl .  I  S ,  3 9 8 3）が施行され、売

春が合法化されるまで、現実のドイツの法制度のなかで二百年ものあいだ支持され続

けることになった 2 1。  

他方で内縁については、カントは、これを「 ある人格が、傾向性の充足のためだけ

に、他方の人格に自分の身を任せるが、自分の人格についての他の諸々の状況に関し

て、自分の幸福や運命について配慮する自由や権利は、留保すること」(Kan t ,  1 9 9 0 :  1 79）

と定義している。内縁関係にある男女は、 性衝動の充足以外に全くなにも利害関心を

持たず、純粋に互いの性衝動を充足させるという点で、内縁は売春よりも上位に置か

れる。  

しかしながら、カントにとって、内縁がなお「自然に従う肉の罪」として道徳的に

否定されるべき理由は、内縁において「私は、人間全体に対する権利を持たず、人間

の一部、すなわち性器に対する権利しか持たない」 (K an t ,  1 9 9 0:  1 80）からである。そ

の結果、「私はその人間の人格全体を物件にしてしまう」（ Kan t ,  1 9 9 0 :  1 8 0）。性器の使

用のみを互いに約定しあう内縁契約において、一方の側は、相手の性器を享受する権

利を持ちながらも、相手に対して自分の生活を保証することを法的に強制する権利の

行使を留保しなければならないのに対して、他方の側は、一方の側のそうした権利の

 
2 1   現 在 の ド イ ツ で は 、 二 〇 一 七 年 に 施 行 さ れ た 売 春 者 保 護 法 G e s e t z  z u m  S ch u t z  v o n  i n  d e r  

P r o s t i t u t i o n  t ä t i g en  P e r s o n en  ( B G B l .  I  S .  2 3 7 2 )によって、全てのセックスワーカーに登録義務が

課されており（§3）、この登録証の取得および更新のためには、妊娠や薬物使用に関する侵襲

性の高い健康診査やカウンセリング等が義務付けられている（§4 f f .）。それゆえ、スミスとマ

ックは、「合法化においては、特定のセックスワークが、特定の文脈において、合法的である。

合 法的なセックスワークは国家によって厳しく規制されており、その規制の仕方は一般的にワ

ーカーの福祉に重きを置いていない」（ S m i th /M a c ,  2 0 1 8 ,  11 8）と述べ、合法化モデルでは、た

とえば（とりわけ正式な滞在許可書を持たない）移住労働者など、より社会的に周縁化されて

いるセックスワーカーの権利が保護されることはないと指摘している。スミスとマックは、さ

らに、セックスワーカーの権利 のリクレイムのための第一歩として 、セックスワーカー、顧客、

マネージャーや運転手などの関係者全てを非犯罪化し、性産業を商法や労働法 によって規制す

る（当 然のこ とな がら、 セック スワー ク以 外のあ らゆる 文脈で 適用 される 性的暴 行、レ イプ、

強 制 や 搾 取 に 関 す る 法 は 依 然 と し て 適 用 さ れ る ）「 完 全 な 非 犯 罪 化 F u l l  D ec r i m i n a l i s a t i o n 」

（ S m i t h /M ac ,  2 0 1 8 ,  1 2 7 f f .）モデルを推奨しており 、筆者の立場はこ の完全な非犯罪化モデル を

支持するものである。  
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行使の保留によって、一方の側に対する扶養義務から免れ るのである。それゆえ「法

論」においてカントは、互いの性的享受のみを約定し、義務を負い合うことのない内

縁契約は、売春契約と同様、「恥ずべき契約」として法的効力を持たないと述べている。

「いずれの側も、自分が破棄したいと思うや否や、他方の者と締結した 契約を破棄し

うるものであり、しかも他方のものは自分の権利が侵害されたことについて根拠ある

控訴を行うことはできない」 (AA 0 6 :  2 7 9 /1 2 5)。  

 

第ニ節  生殖の見込みのない婚姻内性交は許されるのか？  

売春から内縁へと進む以上の議論を経て、ついに性衝動の充足が許され、それが道

徳的に可能になる唯一の条件が提示されることになる。その条件とは、「一方の人格が

他方の人格によってさながら物件として取得されるとともに、前者もまた相互的に後

者を取得すること」である (AA 0 6 :  2 78 /1 23 -4)。これが可能になるのは、一夫一婦制的

婚姻である。一夫多妻制的婚姻において、すなわちたとえばひとりの夫がふたりの妻

を同時に占有する場合、「それぞれの妻は夫に自分自身を全て与えているが、夫の人格

の半分しか持たない」 (Kan t ,  1 9 9 0:  1 81）。これに対して一夫一婦制的婚姻によって人

格の取得の相互性が担保されることで、自分自身の「再占有」（ Kan t ,  1 9 9 0:  1 81）が可

能になる。このようにして、彼もしくは彼女は、互いに自分を物件にしながら同時に

相手の人格を取得することで、自分を取得した相手の人格のなかで自分の人格性を取

り戻すことができる。とはいえ、ここで取り戻される人格性は、元の自分の人格性と

同じものではない。婚姻における人格の相互取得を通じて、「 二つの人格から一人の道

徳的人格」（ AA 1 9 :  5 4 4 ,  R  7 8 8 0）がつくられ、「意志の統一」 (Kan t ,  1 9 90 :  1 81)がもた

らされる。そこにおいて、いまや妻と夫は別個の独立した人格としては対峙しておら

ず、「さながら、ただ一つの身体」（ AA 2 0 :  4 6 3）になるのである。  

それゆえわたしたちは、ブラントのように、カントが一夫一婦制的婚姻を性交が法

的に可能になる唯一の条件として提示した のは、夫婦間においてはもはや一人の人格

しか存在せず、したがってそこに法的関係が生じ得ないからであると解釈することが

できるかもしれない 2 2。しかしながら、ここで留意されなければならないのは、カント

にとって性衝動は、婚姻関係において「人間愛と結びつくことがある」（ K an t ,  1 9 90 :  17 7）

とはいえ、それ自体としてはやはり「人間性を貶める原理」に他ならないということ

である。つまり、カントにとって性衝動は、ヌスバウムやソーブルが指摘するように、

婚姻制度の内部においても「あらゆる尊敬の可能性を 排除する」2 3ものに変わりなく、

性衝動の充足に伴う「客体化および道具化は、婚姻内の性的行為においてもなお残さ

れている」2 4。むしろ、クスターが述べているように、一夫一婦制的婚姻のなかにおい

 
2 2  B r a n d t ,  2 0 0 4 :  2 0 7 .  
2 3  N u s s b au m ,  1 9 9 5 :  2 6 7 ,  n 3 0 .   
2 4  S o b l e ,  2 0 0 8 :  2 7 9 .  
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てこそ、「人権上最も禁止されていること、すなわち自分自身を単なる道具に貶め、そ

れによって人間の尊厳を放棄することが完遂される」 2 5のだ。  

事実、「徳論」の第七節においてカントは、一夫一婦制的婚姻のなかでは許されてい

る性交渉は「それ自体としてはむろん単に動物的であるにすぎない」（ A A0 6 :  4 25 /3 33）

と 強 調 し な が ら 、 婚 姻内 性 交 の 問 題 に 、 倫 理的 な 観 点 す な わ ち 「 内的 自 由 の 義 務 」

（ AA0 6 :  4 0 6）の観点から、取り組んでいる。そこで検討されているのは、「外的自由

の義務」（ AA0 6 :  4 0 6）を原理とする「法論」においては、一夫一婦制的婚姻関係にあ

る夫婦の、すなわち互いの人格を生涯にわたって法的に占有し、互いに義務を負い合

うがゆえに互いの性的使用が許されるとされる男女の性交渉が、「自己自身に対する

義務」に違反するかもしれない可能性である。  

法論においては、人間は、そこにおいて二つの人格が相互に義務を負いあう法的

契約に基づく特別の制限なしに、動物的快楽を享受するために、 他の人格を使用

することはできない、という証明がなされる。ここではしかし、この快楽の享受

に関して、それに違反することが、自分自身の人格における人間性の（単なる過

小評価ではなく）毀損であるような、自分自身に対する義務が現存するかどうか、

が問題となる。（ AA 0 6 :  4 2 4 /3 3 2）  

興味深いことに、ここで婚姻内性交は、（カントが一夫一婦制的婚姻関係にある夫婦

を、別個の人格ではなく、「ただ一つの身体」であると本気で考えていたことの証左で

あるかのように）自慰行為と並んで考察されている。カントによれば、自慰行為は「動

物的刺激に女々しく身を任せる」（ AA0 6 :  2 3 7 /33 4）ことであり、それを行う者を「吐

き気を催させるような対象」（ A A0 6 :  2 3 7 /3 3 4）へと変えてしまう点で、自殺よりもさ

らに悪徳な、「自分自身に対する義務の毀損、しかも道徳性に甚だしく反する毀損」

（ AA 0 6 :  4 2 5 /3 3 3）である。というのも、カントにとって、自慰行為は「種族全体の保

存」（ A A 0 6 :  4 2 5 /3 33）を目指すという重要な自然目的に逆らって自分自身の性的特質

を使用することであり、こうした自分の性的性質の「自然に背いた」あるいは「不自

然な」使用は、「自分を単に動物的衝動の満足の手段としてのみ用いることによって、

自分の人格性を（投げ棄てて）放棄してしまう」（ A A 0 6 :  4 2 5 /3 34）ことであるからで

ある。  

しかしながら、カントによれば、「このような不自然な使用、あるいは単に自然目的

に対して非合目的的な使用を、自分自身に対する義務に対する毀損（前者の場合は甚

だしい毀損）として許すことはできないということの合理的証明は、それほど容易で

はない」（ AA 0 6 :  4 2 5 /33 3 -4）。というのも、カントが「決疑論的問題」のなかで取り上

げているように、以下のような特殊な、込み入ったケースにおいて、自分自身の性的

 
2 5  K u s t e r ,  2 0 11 :  3 3 8 .   



 

- 16 - 

特質の「単に自然目的に対して非合目的的な使用」が、義務法則の制約のもとにある

のか、あるいは許されるのか、またそうした自分自身の性的使用は「自分自身に対す

る義務」の違反ではないか、が検討されなければならないからである。  

両性の同衾における自然の目的は、生殖すなわち種の保存である。したがって、

少なくともこの目的に逆らって〔性的使用が〕行われることは許されない。しか

しながら、これを考慮に入れずに、この使用を敢えてすることは（たとえそれが

婚姻のなかで起こる場合でさえ）、許されるのだろうか？  

たとえば、妻が妊娠してい るときに、―（老いや病気ゆえに）妻が不妊の状

態にある場合に、あるいは妻がそれに対する刺激を全く感じていない場合に、自

分の性的特質を使用することは、不自然な情欲の場合と全く同様に、自然目的に、

そしてそれとともにまた、自分自身に対する義務に、双方のうちのどちらかが、

違反しないのだろうか？あるいはこの場合、その規定根拠が衝突する際に、それ

自体としては確かに許されないことを、しかしより重大な違反を防ぐために（い

わば寛大に）許容するところの、道徳的・実践的な理性の許容法則があるのだろ

うか？（ AA 0 6 :  4 2 5 -6 /334 -5）  

この引用は、論者によって解釈が分かれる箇所である。大別すると、先行研究の解釈

には以下の三通りがある。第一に、ソーブルやブレイクによれば、ここでカントは、

生殖の見込みのない婚姻内交渉を許容する法則の存在を前提としている 2 6。また、ス

ティッカーによれば、カントは、生殖の見込みのない婚姻内交渉は道徳的に許される

と考えている 2 7。第二に、ブレッチャーは、第一の、彼によれば主流の解釈を退け、生

殖の見込みのない婚姻内交渉は、カントにとって、適法的ではあるが、倫理的ではな

いため許されないという解釈を提示した 2 8。第三に、デニスの読解では、「生殖が不可

能であることを配偶者たちが知っている場合、婚姻内交渉は許されるとカントが考え

ているかどうかは全く定かではない」 2 9。  

そもそも、カントの提起する問いを単純な疑問文と捉えるか修辞疑問と捉えるかで、

二通りの解釈が可能である。前者の解釈では、第一段落では、生殖あるいは種の保存

という目的に「逆らって」性交渉をすることは許されないことが確認されたあと、そ

うした目的を「考慮に入れることなく」性交渉ができるとすれば、そのような場合の

性交渉は、許されるのかが問われている。第二段落では、生殖や種の保存という目的

を考慮に入れることのない性交渉が可能であるケースとして、妻が妊娠中あるいは不

 
2 6  S o b l e ,  2 0 0 3 :  6 7 f f ;  B r a k e ,  2 0 0 5 :  7 6 - 7 7 .  
2 7  S t i ck e r,  2 0 2 0 :  4 6 0 .  
2 8  B r e ch e r,  2 0 1 8 :  1 7 6 3 f f .  
2 9  D e n i s ,  1 9 9 9 :  2 2 4 n 1 2 .  
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妊である場合、あるいは妻が不感症の場合 3 0が挙げられ、そうしたケースにおいて、夫

婦が自分自身の性的特質を使用することは「自然目的」ならびに「自分自身に対する

義務」に違反するのか、あるいはそれは「より重大な違反」である「姦通あるいは自

慰」3 1を防ぐために許されるのか、が問われている。この解釈では、たとえ一夫一婦制

的婚姻の内部でのことだとしても、ひとが生殖の可能性を考慮に入れることなく、つ

まり「自然目的に対して単に非合目的」な仕方で、自分自身を性的に使用することは

許されるか否かを巡り、カントが逡巡していることになる。あるいは、後者の解釈、

すなわちこれらの疑問文を修辞疑問と捉えるならば、言外に示されたカントの本音は、

生殖の見込みない婚姻内性交は許されるのか（いや、許されるはずがない）。あるいは

それは、「自然目的」ならびに「自分自身に対する義務」に違反しないのか（いや、違

反するに違いない）。もしくは、より重大な違反を防ぐための許容法則が存在するのか

（いや、存在するはずがない）ということになり、ブレッチャーの解釈が正しいこと

になる。  

カントがそれを明言していない以上、デニスが言うように、わたしたちは彼の考え

を推し量ることしかできないのだが、少なくとも言えるのは 、「徳論」においてカント

は、生殖の見込みのない婚姻内性交についても、倫理的に許されないものと見做され

うる余地を残しているということである。  

 

第三節  フィヒテにおける「婚姻の演繹」  

「法論」において、婚姻を「子どもを産み、育てるという目的」（ A A 0 6 :  2 7 7）から

切り離し、性衝動の充足が許されるものとなる唯一の条件として提示したカントの婚

姻論には、ケアスティングによれば、男女間の性交渉と生殖との規範的な結びつきを

解くという「解放主義的な性格」3 2が見出される。それゆえ、例えば近世自然法論者の

ヴォルフが「もっぱら快楽のためだけに欲せられるあらゆる同衾、および同様の目論

見からのあらゆる生殖器の使用は、許されない」 3 3と論じたのとは異なり、カントの

「法論」においては生殖を目的にせずとも男女間の性交渉が許されることになった。

フィヒテもまた『自然法の基礎』において、婚姻を「異なる性の二つの人格が、性衝

動に基づけられて完全に合一すること」（ GNR:  3 0 9 /3 6 9）と定義し、そうした完全なる

合一こそが「婚姻に固有の目的」であると述べる。したがって、フィヒテが、子ども

 
3 0   カ ン ト の こ の 見 解 は 、 妊 娠 に は 女 性 の オ ー ガ ズ ム が 不 可 欠 で あ る と い う 十 八 世 紀 末 ま で 支

配的であった誤った医学言説（ J ü t t e ,  2 0 0 3 :  11 0）に依拠している。カントは『単なる理性の限

界内における宗教』（一七九三年）においても、「自然的な生殖 Z e u g u n g は、（…）［男女］双方

の官能的な快楽なしには起こり得ない」（ A A 0 6 :  8 0）と述べている。  
3 1  B r e ch e r,  2 0 1 8 :  1 7 6 6 ;  v g l .  C a m p a g n a ,  2 0 0 6 :  3 4 1 n 6 2 .   
3 2  K e r s t i n g ,  2 0 1 6 [1 9 9 3 ] :  3 1 5 ,  v g l .  K u s t e r ,  2 0 11 :  3 3 7 f .  
3 3  Wo l f f ,  1 7 5 4 :  § 8 5 4 ,  v g l .  B re c h e r ,  2 0 1 8 :  1 7 6 3 .   
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を産み、育てることを婚姻の目的と捉える伝統的な考え方 に異議を唱え、婚姻の中心

に性衝動の充足を据えた点に 3 4、カントとの類似性が見出される。  

とはいえフィヒテは、性衝動の充足のさいの振る舞いのなかに ジェンダーの非対称

性を見出している点で、人格の占有の「平等」（ AA0 6 :  2 7 8 /12 4）を強調したカントと

は決定的に異なっている。フィヒテによれば、「衝動の充足にさいしては、あるいは生

殖という本来的行為に関する自然目的の促進にさいしては、一方の性はもっぱら能動

的に振る舞い、他方の性はただひたすら受動的に振る舞う」（ GNR:  3 0 0 /35 8）。フィヒ

テはこの命題に基づき、女性は、男性よりも「一段下のところに位置する」がゆえに、

男性の「力の客体」（ GN R :  3 0 2 /36 1）であると結論づける。つまり、カントとは対照的

に、フィヒテにおいては、男女間の性交渉を通じて自己を物件にまで貶めることにな

るのは女性のみであり、男性が女性との性交渉によって性的に客体化されることはな

いのである 3 5  

フィヒテによれば、「理性の性格は、絶対的自己能動性」（ G NR:  3 0 0 /36 1）である。

それゆえ、男性が性衝動の充足を目指すことは、理性に反することではない。という

のも、男性は、性衝動の充足のさいに「もっぱら能動的」に振る舞うことができるか

らである（ G NR:  3 0 0 -3 0 1/3 6 1）。これに対して女性は、性衝動の充足にさいして「ただ

ひたすら受動的」であるため、「理性の尊厳を放棄することなしに」、自分の性衝動を

充足させることができない（ GN R:  3 0 4 /36 3）。  

女性は総じて、自分自身の衝動を充足させるために、性的快楽に身をゆだねるこ

とはできない。それでもやはり衝動に駆られ、身をゆだねざるを得なくなるのだ

から、この衝動は男性を満足させたいという衝動以外ではあり得ない。女性は、

このような行為において、他者の目的のための手段となる。（…）女性は、手段と

なるにもかかわらず、愛という高貴な自然衝動にしたがってみずからすすんで手

段となることによって、自分の尊厳を主張するのである。（ G NR :  3 0 4 /3 6 3）  

女性が自分の尊厳を主張しながらその性衝動を充足させようとすれば、その性衝動は

必然的に愛として発露することになる。愛とは「女性のうちに性衝動が現れるときに

とる姿」（ GNR:  3 0 4 /3 6 3）である。女性は、男性を性的に満足させたいという性衝動す

なわち愛から、自発的に自分自身を彼の満足の手段にすることでのみ、尊厳を放棄す

ることなく自分の性衝動を満足させることができるのである。  

それゆえ、しばしばフィヒテは、婚姻を愛に基づく関係と捉えた最初の哲学者であ

ると理解されているが、フィヒテが婚姻の成立に不可欠なものとして概念化した愛は、

男女の相互的な愛ではないということが留意されねばならない 3 6。フィヒテにとって

 
3 4  S c h w ab ,  2 0 0 5 :  1 7 8 .   
3 5  H e i n z ,  2 0 0 0 :  5 6 ,  Ku s t e r,  2 0 1 9 ,  1 2 5 .   
3 6  S c h w ab ,  2 0 0 5 :  1 7 9 f f ;  F r i s ch m a n n ,  2 0 0 6 :  1 5 7 f f .   
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婚姻は「女性の際限なき愛と男性の際限なき寛大さ」（ GNR:  3 3 1 /3 9 4）から成るもので

あるため、女性の愛のみが婚姻の成立に不可欠な要素として要求され、「男性にあって

は 本 来 の 愛 は ど の み ち結 婚 に 先 立 つ の で は なく 、 結 婚 を つ う じ て 初め て う ま れ る 」

（ GNR:  3 1 6 /3 7 7）とされているのである。したがって、フィヒテの愛の概念は、フリ

ッシュマンが正しく指摘するように、男女の「従属関係を隠蔽する」 3 7ものに他なら

ない。  

フィヒテの婚姻論において、「愛」と同様に、いやそれ以上に重要な役割を果たすの

は、「自由な同意」である。婚姻の起点の両性の自由な同意を求めたヘーゲルとは異な

り、フィヒテが重要視するのは女性の自由な同意のみである。というのも、「女性は、

愛もないのに男性の性的快楽に服従することを強要されるならば、自分の人格性とそ

の尊厳の全てを失うことになる」ため、「女性市民をこの強制から保護することが国家

の絶対的な義務である」からである（ GNR:  3 1 3 /37 3）。フィヒテによれば、女性は二通

りの仕方でこの強制の脅威に晒されている。第一の強制は、「女性市 民に対して、物理

的暴力によって直接的に加えられる」もの、すなわち「強姦」である（ G NR:  3 1 3 /37 3）。

フィヒテは強姦について、「ひとはこれによって女性をその人格において攻撃するの

であり、したがって、女性の全権利の総体をこのうえなく野獣めいた仕方で攻撃する」

と厳しく非難し、強姦がまごうことなく犯罪であることを確認したうえで、国家は、

「ポリツァイの監視」や「この犯罪に対する刑罰という威嚇」を通じて、女性市民を

強姦から保護する義務があると述べる（ G NR:  3 1 3 /37 4）。第二の強制は、女性に対して

「そ の 両 親や 近 親者 に よる 道 徳 的暴 力 によ っ て、 間 接 的に 加 えら れ る」（ GNR:  3 1 4 -

5 /3 7 5）。つまり、両親や近親者が女性を「本人が結婚する気がないのに、力ずくで結

婚させたり、結婚するよう説得したりする」（ GN R:  3 1 4 -5 /3 7 5）場合である。フィヒテ

によれば、後者の「道徳的暴力」による強制は「最も恥ずべきもの」であり、「物理的

暴力」による強制よりも「はるかに侮辱的」である（ G NR:  3 1 5 /3 75）。なぜなら、強姦

が一時的な性的服従の強制であるのに対して、結婚を強制された女性は愛していない

男性に概して全生涯を通じて性的に服従することになり、したがって「そうした女性

は完全に、永久に道具に貶められる」ことになるからである（ G NR :  3 1 5 /3 7 5 -6）。  

それゆえ、フィヒテは「婚姻は絶対的自由に基づいて締結されねばならない。そし

て、国家には、個人に対する、とりわけ女性に対する保護義務に則って、婚姻の結び

つきに関するこの自由を監視する義務と権利がある」（ GNR:  3 1 7 /3 7 7）と論ずる。男性

は、ある女性との間で締結しようとする婚姻が、その女性にとって強制されたもので

はないことを国家の前で立証することが義務付けられている。フィヒテによれば、「男

性市民がこの立証を行うには、結婚式のさいに、彼が女性に彼女の自由な同意を法的

に宣言させる、というより適切な方法はない。花嫁の発する「はい」という言葉は、

 
3 7  F r i s c h m an n ,  2 0 0 6 :  1 5 7 .   
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本 来 的 に は 、 自 分 は 強 制 さ れ て い な い 、 と い う こ と 以 上 を 語 っ て い な い 」（ GNR:  

3 1 7 /3 7 7 -3 7 8）。つまり、フィヒテにとって結婚式とは、完全かつ永続的な性的服従が女

性に対して強制されていないかを国家が監視するために行われるのである。  

以上が、男女の性交渉において男性は「もっぱら能動的」であるのに対して、女性

は「ただひたすら受動的」であるという命題に基づく、フィヒテによる「婚姻の演繹」

（ GNR:  2 9 8 -3 1 2 /3 5 6 -3 7 2）である。フィヒテにとって女性は、男性との性交渉において

「ただひたすら受動的」に振る舞うので、女性が男性と性交渉を持つことは、 必然的

に、「男性の性的快楽に服従すること」を意味する。それゆえ女性は、男性を性的に満

足させたいという衝動を充足させることでしか、自分自身の尊厳を維持しながら、性

衝動を充足させることができない。フィヒテはさらに、男性の性的満足のための手段

あるいは道具になりたいとする衝動を「愛」と名づけ、女性が相手の男性を愛してい

ることを道徳的主体たる男女が性交渉を行うための唯一の条件として設定した。なぜ

なら、男性は、女性との性交渉において「もっぱら能動的」であるので、男女の性交

渉は、男性が女性を自分の性的快楽に服従させること にほかならず、したがって、自

分のことを愛していない女性との性交渉を持つことは、必然的に、性的快楽の服従の

強制を意味してしまうからである。こうした強制から女性を保護するという義務を国

家が果たすため、結婚式のさいに、女性が、自発的に、男性の性的快楽に服従するこ

と、すなわちその性的服従が強制されてはいないことを宣言するという「自由な同意」

の契機が要請されたのである。しかしながら、もし女性は男性との性交渉のさいに「た

だひたすら受動的」であるという命題が誤りであれば（当然、誤りであるのだが）、男

女の性交渉は女性が男性の性的快楽に服従することを必ずしも意味しないことになる。

そうであれば、つまり女性が男性と同様に性衝動の充足のさいに能動的に振る舞うの

であれば、ハインツが指摘するように、フィヒテは婚姻を演繹してみせる必要などそ

もそもなかったのである 3 8。  

さて、フィヒテによれば、妻はその夫に対して、単に性的な意味でのみ服従してい

るのではなく、「無制限に」（ GN R:  3 2 0 /3 82）そして「全面的に」（ G NR :  3 4 0 /4 0 5）服従

している。この問題を考える上で、一七九四年に施行されたプロイセン一般ラント法

Al lg emein e s  Lan d rech t  fü r  d i e  p reu ß i sch en  S ta a t e n にも見られる女性の法的地位の矛盾

3 9について確認することは、有益である。ラント法において性的後見制度は廃止され

ており 4 0、そこにおいて女性は「未婚女性、離婚した女性、未亡人」である場合、独立

 
3 8  H e i n z ,  2 0 0 0 :  5 6 .  実際に、フィヒテは、『知識学の諸原理による道徳論の体系』（一七九八年）

におい て、「も し 〔 生殖と いう〕 自然目 的が 両人格 の純粋 な 能動 性 を 必要と し たな らば 、 我々

の 研 究は 終 わっ て いた だろ う し、 婚 姻関 係 も、 その 義 務も 存 在し な かっ ただ ろ う 」（ S L:  3 2 9）

と述べている。  
3 9  Vo g e l ,  1 9 9 7 :  2 6 5 - 2 9 2 .   
4 0  H o l th ö f e r ,  1 9 9 7 :  4 2 8 f f .  
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した法的人格として認められていた 4 1。つまり、女性は未婚であるか、離婚した場合、

あるいは夫を亡くした場合に限り、独立した法人格に付与される権利、例えば、裁判

所で訴訟を行う権利等が与えられていたのである。しかし女性は、婚姻に同意するや

否や法人格としての地位を放棄し、その夫を自らの保証人・法的後見人とせねばなら

なかった。フィヒテはこれについて、「通例では―例外については後述する―女性

は未婚女性であるか、結婚しているかのいずれかである」（ GNR:  3 4 0 /4 05）と述べ、例

外とは「未亡人、離婚した女性、全く結婚歴がないがもはや父権に服していない女性

たち」（ GNR:  3 4 4 /4 0 9）であると指摘している。フィヒテによれば、「未婚女性が父権

に服している」のに対して（ GN R:  3 4 0 /4 05）、既婚女性の場合「彼女固有の尊厳は、彼

女の夫に全面的に服従している」（ G NR:  3 4 0 /4 05）。  

女性は結婚することによって、国家が保証した彼女たちの必然的意志にしたがっ

て、国家にとっては全く消滅したのも同然となる。夫は国家にあっては妻の保証

人となる。夫は妻の法的後見人である。夫は妻のあらゆる公的生活を生きる。こ

うして女性には家庭生活のみが残されることになる。（ GNR:  3 2 7 /3 8 2）  

対して、例外的な女性たちは、いずれも「いかなる男性にも服属していない」（ GN R :  

3 4 4 /4 0 9）ため、法的人格であり続けることができる 4 2。それゆえフィヒテは、この例

外的な女性たちが「男性たちと全く同様に、あらゆる市民権を自分自身で行使しては

ならない、という理由はない。―彼女たちは共和国内で自分の意見を申し述べる権

利があるし、自分で法廷に赴いて自分の案件を執り行う権利がある」（ GNR:  3 4 4 / 4 0 9）

ことを、明白に主張している。  

ここでフィヒテは、女性が男たちによる支配から逃れる術を伝授しているかのよう

に見えるかもしれない。結婚し、そのあと離婚しさえすればよい、と。事実、カント

が婚姻を「異なる性の二つの人格が、性的特質を生涯にわたって相互に占有する結合」

と定義し、当事者の相互合意に基づく婚姻解除の可能性すら排除していたのに対して、

フィヒテは「夫婦は
、、、

、自由意志で結合したよう
、、、、、、、、、、、

に
、
、自由意志で分離する

、、、、、、、、、
」（ GNR:  3 3 1 /3 9 4）

と述べ、離婚の自由をはっきりと承認している。したがってたしかに、シュバーヴが

言うように、フィヒテの婚姻論は、個人の自由意志による婚姻の解消を認めている点

で、カントのそれだけでなく、同時代さらには十九世紀ドイツの法制度の離婚規定と

は一線を画した、「著しく現代的」 4 3なものであると言えるかもしれない。しかしなが

ら、留意せねばならないのは、「男性に属する全ての人権と市民権が女性にも同様に属

しているかどうか、という問いを掲げることができるのは、女性もまた完全な人間 で

あるのか、を疑うような人だけであろう。（…）我々はこの点に関しては決して疑って

 
4 1  Web e r - Wi l l ,  1 9 9 7 :  4 5 4 .  
4 2  K u ck l i c k ,  2 0 0 8 ,  H e in z / B in k e l m an n ,  2 0 1 2 :  2 6 6 .   
4 3  S c h w ab ,  2 0 0 5 :  1 8 5 .   
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いない」 4 4（ GNR:  3 4 0 /4 0 4）と前置きし、「男性に属する全ての人権や市民権が女性に

も同様に属している」ことを確認したあと、「女性は自分のあらゆる権利 を行使しよう

と欲すること」さえできないと、フィヒテが述べている点である（ G NR:  3 3 9 /4 04、強

調は引用者による）。さらにフィヒテは以下のように続ける。  

むしろ妻は、服従していたいという、自分自身の固有で持続的で必然的な、そし

て女性の道徳性を制約している願望によって、服従しているのである。妻は、そ

の気になれば、自分の自由を取り戻すことが許されよう。しかし、まさにこの場

合、「その気になれば」というのが大切であって、妻は理性的な仕方でその気にな

ることはできないのである。（ GNR:  3 4 0 /4 0 5）  

ここでも先述の命題、すなわち男性との性行為において女性は「ただひたすら受動的」

であるという前提に依拠して議論が進められている。フィヒテの主張を、あえて愛と

いう概念を用いずに、結論から前提に向かって逆向きにパラフレーズするならば、以

下のようになる。妻は、理性的なしかたで、その夫の性的支配から自由になりたいと

欲することができない。なぜなら、妻は、みずからすすんで、その夫に無制限かつ絶

対的に服従しているからである。妻は、望んで服従しているのである。というのも、

女性は自発的な性的服従を通じてしか、みずからの尊厳を維持しながら性衝動を充足

させることができないからである。なぜなら、男女の性交渉において女性は、「ただひ

たすら受動的」に振る舞う存在であるからである、と。  

フィヒテが内縁や売春について論じ始めるのは、女性を婚姻のなかへと追い込み、

さらにそこから抜け出せないように外堀を埋めようとする、まさにこの文脈において

である。なぜなら内縁や売春は「婚外での性衝動の充足」（ GNR:  3 2 6 /3 8 8）を目的とし

た男女関係であり、それらを国家や立法がどのように対処するかが、女性を婚姻制度

のなかに囲い込み、夫たる男性の支配の確立を図る上で重要な意義を持つからである。

すでに見たように、国家の第一の義務は女性の尊厳を守ることであるが、しかしなが

ら「女性は、自分の名誉に対する無制限な外的権利を持ってい る。（…）自分を動物に

貶めることは女性にとって外的に自由なことである」（ GNR:  3 2 6 /3 88）。したがって、

国家は、内縁や売春を禁ずる法律をつくることはできないし、それらに対する刑罰を

制定することもできないとされる（ GNR:  3 2 6 /3 8 8）。  

 

第四節  フィヒテにおける内縁と売春  
 

4 4  ここでフィヒテは、一七八二年にヨハン・ミヒャエル・アンブロスが匿名で発表した 論考「女

性は人間ではないことの証明」（ L an g e ,  1 9 9 2 :  4 11）に言及している。 ヘーゲルもまた、一八一

七／一 八年の ハイ デルベ ルク大 学での 自然 法と国 家学講 義のな かで この論 考につ いて言 及し、

「ある 時には、「女 性が人 類に属 するか どう か」が 疑われ たこと があ る。女 はそれ だけで 独立

し た 、 自 由 な も の で あ る が 、 経 験 は 女 と 男 の 区 別 を 見 せ て く れ る 」 と 述 べ て い る （ G W 2 6 - 1 :  

8 5 / 11 0 ;  Bo ck en h e i m e r,  2 0 1 2 :  2 1 9）。  
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フィヒテは、「性衝動の充足を最終目的とし、かつ利己心に基づく関係」のうち、同

棲 の 事 実 に よ っ て 「 持 続 性 と 公 開 性 」 を 持 つ の が 、 内 縁 で あ る と 定 義 す る （ GNR:  

3 2 7 /3 8 9）。先に述べたように、国家は、「女性に暴力が加えられたの ではなく、彼女た

ちが自らすすんで契約（たしかに恥ずべきものであるにしても）を結んだということ

を確信していなければならない」（ G NR:  3 2 7 /38 9）。そのため、ある男性と内縁契約を

結ぶ女性は「いかがわしい案件に従事することを元々義務づけられたポリツァイ勤務

者 Po l i ze id i en ern」（ GNR :  3 2 7 /3 8 9）の前で、その自由な同意を宣告しなければならな

い。  

国家は内縁関係を禁止することができないが、かといってそれを保証するわけでも

ない。この理由を、フィヒテは以下のように述べる。  

国家が認可し承認する生業を持つ場合に限って、人は権利として有効な要求をす

ることができる。ところで国家は、内縁で営まれる生業を、たしかに妨げること

はできない。なぜなら、それは国家の権利外のことだからである。さりとてまた

国家は、それを認可するわけにもいかない。なぜならそれは不道徳だからである。

（ GNR:  3 2 7 /3 8 9）  

カントと同様にフィヒテもまた、内縁を不道徳なものと見做している。しかしながら、

カントが内縁を全く営利を意図しないものと定義したのに対して、 フィヒテにとって

は内縁それ自体が女性にとっては「生業」 である。つまり、内縁関係においては性衝

動の充足の見返りに扶養を得るという取引が行われているとフィヒテは考えたわけで

ある。それゆえフィヒテは、内縁している男性が世間から軽蔑されることを望む一方

で、「女性は男性を訴えることはできず、法廷から拒絶される」（ GNR:  3 2 8 /39 0）とい

う法的帰結を導くのである。  

他方でフィヒテは、売春を「からだを使って利益を得る」（ GNR:  3 2 9 /3 9 2）ことと定

義し、それを専業で営む場合と兼業で営む場合に区別する。フィヒテは、売春を唯一

の生業として営む女性たちについては、「考えを変えるのでなければ、国外追放されて

しかるべきである」（ G N R:  3 2 9 /3 9 2）とし、その理由を以下のように述べる。  

国家は各人が何によって生計を立てているか知っていなければならず、また各人

に各自の生業を営む権利を与えなければならない。生業を申告することのできな

い女性は市民権を持たない。さて、ある女が国家にあの〔売春という〕生計部門

を申告すると仮定するなら、その女は気が狂っていると見なす権利が国家にはあ

るだろう。恥ずべきことを告白する者は信じるに値せず、というのは正しい法原

則 で あ る 。 そ の 女 はいか な る 生 業 も 申 告 しなか っ た も 同 然 で あ る 。（ GNR:  3 2 9 -

3 3 0 /3 9 2 -3）  
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この引用からフィヒテの売春に対する差別意識以外のものを読み取ることは困難であ

る。別の箇所でフィヒテは、自分の生業を公然と申告出来ない者が国家の市民たりえ

ない理由を、「そうした人は他者の所有物を承認するよう拘束されることがありえな

いから」と述べている（ GNR:  2 0 6 /2 54）。にもかかわらず、ここでは売春を生業とする

女性は、それを公然と申告した場合であっても、いやむしろそうした「恥ずべき」申

告を行うからこそ、その女性は「気が狂っている」 とみなされ、その申告が無効化さ

れるのである。  

売春以外になお別の生業を持っており、売春が彼女たちの固定した職能でない、と

言う場合は、国家はそれを「無視する」（ GNR:  3 3 0 /3 9 3）。  

国家はこうした規則外れのことについては全く関知せず、例えば国家の市民たち

が平穏に、そして快適に路上を行き来できるのを保証したのに対して、男性たち

がこの自堕落な快楽を享受するのを保証したことは決してなかった。それゆえ、

かの売春婦たちの健康を監督するのはポリツァイの任務ではない。そしてわたし

は告白するが、そうした監視は道義にかなった国家では品位を落とすものだと思

う。放蕩をしようとする人は、自分の放蕩の自然的帰結を引き受けて当然である。

おのずとわかるように、国家はこの種のことがらに関して締結される契約を保証

しない。売春婦はこのような案件で訴えることはできない。（ GNR:  3 3 0 /39 3）  

プロイセン一般ラント法では「自分の体を使って生業をしようとする自堕落な婦女は、

国家の監視のもとに認められている娼家に出向く 」（ § 9 9 9）とあるが、これは、風紀ポ

リツァイによって認可・監視された特定の娼家に登録娼婦を隔離し、彼女たちの健康

や生活を徹底的に管理する管理売春制度と呼ばれる政策である。プ ロイセンではこの

政策に従わない場合は三か月間の懲役刑と、その後の労働・更生施設へ収容が課せら

れていた 4 5。「売春婦たちの健康を監督するのはポリツァイの任務ではない」という主

張からは、フィヒテがこの管理売春制度に対して否定的であったことがわかるが、フ

ィヒテが売春に従事する女性たちの権利や尊厳の保護の観点からこの制度を批判した

のではないことは明らかである。フィヒテはポリツァイの任務を街娼 や売春斡旋業者

による街頭での客引き等の営業や、あからさまな勧誘行為を取り締まることに限定し、

その健康被害、契約の不履行などの帰結については個人の自己責任として、国家によ

る保護の対象から外したのである。  

 

結論  

カントの「法論」では内縁や売春といった婚外性交は道徳的に否定され、婚姻内性

交が特権化された。しかしながら、「徳論」においては、婚姻内性交が、カントが最も

 
4 5  E d e r ,  2 0 0 2 :  8 2 .   
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重視した「自分自身に対する義務」に違反する可能性が検討されていたことが明らか

になった。したがって、上で言及したエステスによる売春を道徳的に否定する哲学的

試みは、カント主義を標榜する身振りとは裏腹に、カントの道徳哲学の重要な論点を

取り損ねている。なぜなら、もしその試みが、ブレッチャーのようにカント主義を徹

底するのならば、売春に限らず、生殖を考慮に入れることのない婚姻内での性交渉も

また、道徳性に反すると見なされなければならないからである。  

内縁や売春を「自然に従う肉の罪」として定式化したカントに対して、フィヒテは

国家や立法との関連で内縁や売春について議論し、それらが強制されたものでなく自

発的なものである限り犯罪ではなく、また国家はそれらを禁止することはできないと

述べた。しかしながら、フィヒテは、売春に専業で従事する女性たちがそのことを公

に申告した場合、その女性は「気が狂っている」としてその申告を無効化し、彼女た

ちを社会的に排除しようとした。それゆえまず指摘すべきなのは、こうした排除に よ

って結果的に、売春に専業で従事する女性たちの声そのものが奪われ、彼女たちが声

なき者にされる構造になってしまっているということである。同時に留意されねばな

らないのは、フィヒテにとって、ある男性と内縁関係にある女性は、パートナーの男

性に対して民事訴訟を提起する権利を持たないが、彼女たちが市民であり、法的主体

である以上、パートナーの男性あるいはそれ以外の第三者に強姦された場合、彼ら に

刑事訴訟を提起する権利を持つということである。これに対して、妻は無制限かつ全

面的にその夫に服従し、法人格としての地位を放棄しなければならない。「女性は結婚

すると、（…）国家にとっては全く消滅したのも同然となる」のである。それゆえ、カ

ンパーニャが指摘するように、たとえば「夫が第三者に自分の妻を強姦することを許

した場合、その妻は、自分の夫を相手に刑事訴訟を起こす可能性を持たない」 4 6こと

になろう。それどころか、妻は、自分の夫に強姦された場合もまた、夫を相手取って

刑事訴訟を起こす権利を持たないのである。この意味で、フィヒテの婚 姻論において

妻は、一人の男性と内縁契約を結ぶ女性たちよりも一層脆弱な立場として規定されて

いる。他方、一人の男性と内縁関係にある女性たちや売春に従事する女性たちは、パ

ートナーや顧客に対して民事訴訟を起こす権利が剥奪されているだけでなく、後者に

至っては生業を持たない者として市民権をも剥奪されている点で、妻は特権的な地位

として表象されている。したがって、フィヒテが、一人の男性に対する無制限かつ全

面的な服従を意味する婚姻制度に女性が参入するさいに要請した女性の「同意」が、

自由意志に基づくものであると結論づけることは 不可能である。  

 

※本研究は、J  S  T 次世代研究者挑戦的研究プログラム J P M J S P 2 1 0 0、2 0 2 1 年度奈良女子大学ア

ジア・ジェンダー文化学研究センター研究課題助成金の助成を受けたものである。  

 

 
4 6  C a mp ag n a ,  2 0 0 6 :  3 3 8 n 5 4 .  
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C oncub inage  and  P ros t i tu t ion  in  K an t  and  F ich te  
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I n  t h i s  a r t i c l e ,  I  e x p l o r e  t h e  a c c o u n t s  o f  m a r r i a g e ,  c o n c u b i n a g e ,  a n d  p r o s t i t u t i o n  g i v e n  

b y  K a n t  i n  h i s  T h e  M e t a p h y s i c s  o f  M o r a l s  a n d  L e c t u re s  o n  E t h i c s  a n d  b y  F i c h t e  i n  h i s  

F o u n d a t i o n s  o f  N a t u r a l  R i g h t .  B o t h  K a n t ’s  a n d  F i c h t e ’s  a c c o u n t s  o f  m a r r i a g e  h a v e  b e e n  

a n a l y z e d  f r o m  t h e  f e m i n i s t  p e r s p e c t i v e ,  b e g i n n i n g  w i t h  M a r i a n n e  We b e r ’s  w o r k  i n  1 9 0 7 .  

M a n y  o f  t h e s e  f e m i n i s t  a n a l y s e s ,  h o w e v e r ,  h a v e  b e e n  s o  d e v o t e d  t o  c r i t i c i z i n g  F i c h t e ’s  

v i e w s  a b o u t  m a r r i a g e  a n d  g e n d e r  t h a t  t h e y  h a v e  o v e r l o o k e d  w h a t  h i s  v i e w s  a b o u t  

c o n c u b i n a g e  a n d  p r o s t i t u t i o n  e n t a i l  w h e n  h e  a r g u e s  f o r  t h e  c o n c e p t  o f  m a r r i a g e .  

S i m i l a r l y,  K a n t ’s  v i e w s  a b o u t  m a r r i a g e  a n d  g e n d e r  h a v e  b e e n  t h e  t a r g e t  o f  f i e r c e  

c r i t i c i s m s  b y  c o n t e m p o r a r y  f e m i n i s t  t h i n k e r s .  H o w e v e r ,  d r a w i n g  o n  K a n t ’s  p h i l o s o p h y,  

s o m e  a n t i - p r o s t i t u t i o n  f e m i n i s t  t h i n k e r s  m o r a l l y  c o n d e m n  p r o s t i t u t i o n .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  

p r o b l e m  o f  h o w  K a n t ’s  a n d  F i c h t e ’s  d i s c o u r s e s  c o n t r i b u t e  t o  d i v i s i o n s  a m o n g  w o m e n  

h a s  b e e n  d i s r e g a r d e d .  T h i s  p a p e r  a i m s  t o  s h o w  h o w  K a n t  a n d  F i c h t e ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  

i n t e n t i o n ,  d i s c u r s i v e l y  p r o d u c e  d i v i s i o n s  a m o n g  w o m e n .  T h e  a r g u m e n t  o f  t h i s  p a p e r  

p r o c e e d s  a s  f o l l o w s .  F i r s t ,  t o  s u m m a r i z e  K a n t ’s  v i e w s  o n  s e x u a l  i m p u l s e ,  i n  K a n t ’s  

w o r d s  G e s c h l e c h t s n e i g u n g ,  a n d  s h o w  h o w  a n d  w h y  h e  c r i m i n a l i z e s  c o n c u b i n a g e  a n d  

p r o s t i t u t i o n ,  I  a n a l y z e  t h e  d i s c u s s i o n  o n  t h e  d u t y  t o  o n e s e l f  i n  h i s  L e c t u re s  o n  E t h i c s  

i n  t h e  m i d - 1 7 7 0 s  ( S e c t i o n  1 ) .  N e x t ,  t h r o u g h  a  c l o s e  r e a d i n g  o f  t h e  “ C a s u i s t i c a l  

Q u e s t i o n s ”  i n  P a r t  I I  o f  h i s  M e t a p h y s i c s  o f  M o r a l s ,  Tu g e n d l e h re ,  I  s h o w  K a n t ’s  v i e w  

a b o u t  w h e t h e r  e n g a g i n g  i n  s e x  i n  m a r r i a g e  i s  p e r m i s s i v e  w h e n  a  m a r r i e d  c o u p l e  c a n  

e n g a g e  i n  s e x  w i t h o u t  t a k i n g  a c c o u n t  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  p r o c r e a t i o n ,  t h a t  i s ,  w h e n  

t h e y  k n o w  t h a t  p r o c r e a t i o n  i s  n o t  p o s s i b l e  ( S e c t i o n  2 ) .  F u r t h e r m o r e ,  I  s h o w  h o w  F i c h t e  

i n  h i s  F o u n d a t i o n s  o f  N a t u r a l  R i g h t  d e f i n e s  t h e  n a t u r e s  o f  w o m e n  a n d  m e n  a n d  t h e n  

d e d u c e s  f r o m  h i s  d e f i n i t i o n  o f  s e x e s  t h e  n e c e s s i t y  o f  m a r r i a g e  ( S e c t i o n  3 ) .  F i n a l l y,  I  

d e m o n s t r a t e  h o w  F i c h t e  d e f i n e s  c o n c u b i n a g e  a n d  p r o s t i t u t i o n  i n  h i s  t h e o r y  o f  m a r r i a g e  

( S e c t i o n  4 ) .  I  co n c lu d e  th a t  i n  t h e  Kan t i an  f r amewo rk  en g ag ing  sex  on ly  fo r  t h e  sak e  o f  

sex u a l  p l easu re ,  ev en  in  mar r i ag e ,  c an  b e  mo ra l ly  im p ermiss ib l e .  I  a l so  a rg u e  th a t  a  wo man ’s  

co n sen t  t o  h e r  ab so lu t e  an d  in f in i t e  su b o rd in a t io n ,  wh ich  F ich te  r eq u i res  fo r  a  j u s t  m ar r i ag e ,  

can n o t  b e  b ased  o n  h er  f ree  wi l l .  

 


